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平成30年 7月 1日　広報やはば　第773号

◎介護保険制度改正のお知らせ◎

◎段階別の保険料

①平成30年度からの介護保険料が改定となりました

②介護保険サービス自己負担割合が8月から変わります

　平成30年度から平成32年度までの65歳以上の方が加入する介護保険料が、下表のとおり改定とな

りました。皆さんが年金からの天引きや毎月の口座振替などで納める金額は、7月中に役場税務課か

らお知らせします。

段階 対  象  者
基準額に

対する割合
保険料

（年額）

１

○生活保護を受けている方

○世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

○世帯全員が町民税非課税で、本人の公的年金収入に前年の合計所得

金額を加算した額が80万円以下の方

0.45 35,100円

２
世帯全員が町民税非課税で、本人の公的年金収入に前年の合計所得金

額を加算した額が80万円を超えて120万円以下の方
0.75 58,500円

３ 世帯全員が町民税非課税で、第１・第２段階以外の方 0.75 58,500円

４
世帯に町民税が課税されている方がいるが、本人は町民税非課税の方で、

本人の公的年金収入に前年の合計所得金額を加算した額が80万円以下の方
0.90 70,200円

５
世帯に町民税が課税されている方がいるが、本人は町民税非課税の方で、本

人の公的年金収入に前年の合計所得金額を加算した額が80万円を超える方

1.00

（基準額）
78,000円

６ 町民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.20 93,600円

７ 町民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 1.30 101,400円

８ 町民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 1.50 117,000円

９ 町民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上410万円未満の方 1.70 132,600円

10 町民税が課税されていて、前年の合計所得金額が410万円以上の方 1.85 144,300円

※合計所得金額とは、年金・給与などの全所得の合計額で、繰越損失額や扶養控除、医療費控除など

の所得控除額を差し引く前の額を指します。

※介護保険料を算定する際には、税法上の長期・短期譲渡所得の特別控除額を適用して保険料を算定

します。また、段階が第１段階から第５段階の方については、公的年金収入に係る所得金額を合計所

得金額から差し引いて保険料を算定します。

■問い合わせ　役場税務課賦課係（☎611-2523）

　8月から65歳以上の介護保険サービス

の自己負担割合が変わります。要介護・

要支援認定を受けた方には、7月中に負

担割合が記載された証を郵送します。

　また、自己負担限度額を超えた分の費

用は、申請すると「高額介護サービス費」

として払い戻されます。対象となる方に

は役場健康長寿課からお知らせします。

■問い合わせ　役場健康長寿課長寿支援

係（☎611-2830）
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■自己負担割合の判定基準
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220 万円以上

160万円以上
220万円未満

160万円未満 年金収入＋その他の合計所得金額が

・単身で 280万円以上　または

・65歳以上の方が 2人以上いる世

帯で 346万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額が

・単身で 340万円以上　または

・65歳以上の方が 2人以上いる世

帯で 463万円以上

はい

はい

いいえ

いいえ
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検診の種類・対象者と料金

検診の種類 対象者 検診内容 料金

若年者健康診査 35歳以上39歳以下の方（※）
腹囲、血圧、尿検査、血液検査、心電図検査、
眼底検査など

無料

特定健康診査 40歳以上74歳以下の方（※）
腹囲、血圧、尿検査、血液検査、心電図検査、
眼底検査など

無料

後期高齢者健康診査 75歳以上の方 血圧、尿、血液、心電図、眼底検査など 無料

結核検診 65歳以上の方 胸部Ⅹ線撮影 無料

肺がん検診 40歳以上の方
胸部Ⅹ線撮影 500円

胸部Ⅹ線撮影 ＋ たんの検査（希望者） 1,200円

大腸がん検診 40歳以上の方 ２日間の便検査 500円

肺炎ウイルス検診
40歳以上で、今までに受診し
たことがない方

血液検査 400円

前立腺がん検診 50歳以上の方男性の方 血液検査 1,620円

※町の国民健康保険に加入している方が対象です。それ以外の方は、各医療保険者へ問い合わせください。

平成30年度各種成人検診日程表

  ≪受付時間≫
  ①午前９時～午前11時 / 午後１時30分～午後３時
  ②午後１時～午後３時 / 午後５時～午後７時

期日 会場 受付時間

7月23日㈪ 矢次公民館 ①

7月24日㈫
午前：間野々公民館

①
午後：東徳田公民館

7月25日㈬ 矢巾町農村環境改善センター（室岡） ①

7月26日㈭
午前：下赤林集落センター

①
午後：煙山自治公民館

7月27日㈮ 矢巾勤労者共同福祉センター（流通センター） ①

7月30日㈪
午前：太田農事交流センター ①

午後：岩清水コミュニティセンター ①

7月31日㈫ 西徳田2区公民館 ①

8月  1日㈬ やはぱーく　※夕方健診 ②

8月  2日㈭
午前：矢巾地区農業構造改善センター（土橋）

①
午後：北郡山公民館

8月  4日㈯
午前：矢巾東小学校体育館

①
午後：西徳田第1区公民館

8月  5日㈰ 高田コミュニティセンター ①

8月  6日㈪ 矢巾3区公民館 ①

8月  7日㈫ さわやかハウス ①

8月  8日㈬ さわやかハウス ①

8月10日㈮
午前：和味公民館

①
午後：矢巾町農村環境改善センター（室岡）

8月17日㈮ 高田コミュニティセンター ①

8月20日㈪ 広宮沢1区公民館 ①

8月21日㈫ さわやかハウス　※夕方健診 ②

8月25日㈯ さわやかハウス ①

8月26日㈰ さわやかハウス ①
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